
第一部

化学物質適正管理制度オンラインシステムについて

東京都環境局 環境改善部

化学物質対策課



（１） 化学物質適正管理制度について



東京都では、環境確保条例に規定する工場・指定作業場のうち、適正管理化学物質を
年間100kg以上取り扱う事業所に使用量等の報告及び化学物質管理方法書の作成をお願
いしています。
なお、本届出については、化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR制度の届出とは

別に、提出が必要となりますのでご注意ください。

東京都化学物質適正管理制度

化学物質の　　  は
お済みですか？

届出
届出期限は
6月末まで

年間取扱量
100kg以上

SDSで
化学物質の
確認を



《適 正 管 理 化 学 物 質 一 覧》 

番号  適正管理化学物質名 PRTR 番号 適正管理化学物質名 PRTR 

1 アクロレイン ○ 10 30 水銀及びその化合物 237 

2 アセトン ○ 31 スチレン ○ 240

3 イソアミルアルコール ○ 32 セレン及びその化合物 242 

4 イソプロピルアルコール ○ 33 チウラム 268 

5 エチレン ○ 34 チオベンカルプ 147 

6 塩化スルホン酸 35 テトラクロロエチレン ○ 262

7 塩化ビニルモノマー ○ 94 36 1,1,1-トリクロロエタン ○ 279

8 塩酸 37 1,1,2-トリクロロエタン ○ 280

9 塩素 38 トリクロロエチレン ○ 281

10 カドミウム及びその化合物 75 39 トルエン ○ 300

11 キシレン ○ 80 40 鉛及びその化合物 697

12 クロム及び三価クロム化合物 87 41 ニッケル 308 

13 六価クロム化合物 88 42 ニッケル化合物 309 

14 クロルピクリン ○ 285 43 二硫化炭素 ○ 318

15 クロロホルム ○ 127 44 砒素及びその無機化合物 332 

16 酢酸エチル ○ 45 PCB 406 

17 酢酸ブチル ○ 46 ピリジン ○ 342

18 酢酸メチル ○ 47 フェノール ○ 349

19 酸化エチレン ○ 56 48 ふっ化水素及びその水溶性塩 374 

20 
シアン化合物（錯塩及びｼｱﾝ酸塩を
除く無機化合物）

144 49 ヘキサン ○ 392

21 四塩化炭素 ○ 149 50 ベンゼン ○ 400

22 1,2-ジクロロエタン ○ 157 51 ホルムアルデヒド ○ 411

23 1,1-ジクロロエチレン ○ 158 52 マンガン及びその化合物 412 

24 1,2-ジクロロエチレン ○ 632
○

53 メタノール ○ 

25 1,3-ジクロロプロペン ○ 179 54 メチルイソブチルケトン ○ 

26 ジクロロメタン ○ 186 55 メチルエチルケトン ○ 

27 シマジン 113 56 有機燐化合物（EPN に限る。） 48 

28 臭素化合物（臭化ﾒﾁﾙに限る） ○ 386 57 硫酸 

29 硝酸 58 ほう素及びその化合物 405 

59 1,４-ジオキサン ○ 150
（注）○印の 36 物質は、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）です。 

PRTR 欄は、PRTR 制度における第一種指定化学物質の管理番号です。 

適正管理化学物質のうち、45 物質が PRTR 制度の対象物質でもあります（都独自の物質は14）。

PRTR制度における第一種指定化学物質につきましては、下記の環境省ホームページを参照願います。

 https://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/target/hosoku1.html

◎届出書の作成については、東京都環境局ホームページに掲載の「化学物質適正管理作成・届出の手引き」を御

覧ください。 （ https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemical/chemical/control/tekiseikanri）

◎届出書の作成において、押印は不要です。

事業所の所在地 届  出  先 

区 ・ 市 の 地 域 区市役所の環境主管課 

町 ・ 村 の 地 域 多 摩 環 境 事 務 所 

島 し ょ の 地 域 
環 境 局 環 境 改 善 部 

化 学 物 質 対 策 課 

＜問合せ先＞ 
東京都 環境局 環境改善部 化学物質対策課 企画担当 
〒163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 
（都庁第二本庁舎 20F 北側） 
ＴＥＬ（直通） ０３－５３８８－３５０３ 
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第２８号様式（第 51 条関係） 

（日本産業規格 A 列４番）  

 

適正管理化学物質の使用量等報告書 

       年  月  日 

           殿 

住 所 

氏 名                     

（法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第１１０条第１項の規定により    年度の適 

正管理化学物質の使用量等を次のとおり報告します。 

事 業 所 の 名 称  

事 業 所 の 所 在 地  

工 場 ・ 指 定 作 業 場 の 別 １ 工場       ２ 指定作業場 

業 種  (産業分類番号    ) 

作 業 の 種 類  

従 業 員 数 
人 

（   年  月  日現在） 
全事業所の常用雇用者数 

人 

（   年  月  日現在） 

適 正 管 理 化 学 物 質 の 使 用 量 等 △別紙のとおり 

※受付欄 

連 絡 先 

所  属 

氏  名 

電話番号 

（ファクシミリ番号                      ） 

（電子メールアドレス                     ） 

備考 １ ※印の欄には記入しないこと。 

２ 「業種」欄には日本標準産業分類の中分類項目を記入すること。二以上の業種に属する事業を行う事 

業所にあっては、該当する全業種を記入すること。 

３ 「作業の種類」欄には条例別表第一に掲げる工場の種類又は別表第二に掲げる指定作業場のうち該当 

するものを記入すること。 

 



 

 

別紙 

（日本産業規格 A 列４番）  

適 正 管 理 化 学 物 質 の 使 用 量 等  

番 号    

適 正 管 理 化 学 物 質 名    

使 用 目 的    

使 用 量 （kg／年）    

製 造 量 （kg／年）    

製品としての出荷量（kg／年）    

環境への排出量 （kg／年）    

 

大 気 （kg／年）    

公共用水域 （kg／年）    

そ の 他 （kg／年） 

（        ） 
   

事業所外への移動量（kg／年）    

 

廃 棄 物  （kg／年）    

廃水（下水道） （kg／年）    

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

（平成１１年法律第８６号）第５条第２項の規定による主務大臣への排出量等

の届出の有無 

有・無 

備考 １ ｢番号｣欄には、施行規則別表第 11 に掲げる適正管理化学物質の該当する号を記入すること。 

   ２ ｢使用量｣欄には、当該年度期首在庫量に当該年度の購入量を加算し、当該年度期末在庫量を差し引いた

量を記入すること。 

   ３ ｢製品としての出荷量｣欄には、製品としての出荷量又は製品に含まれて出荷された量を記入すること。 

   ４ ｢その他｣欄には、具体的に記入すること。 

   ５ 別紙が 2 枚以上になる場合は、それぞれに番号をつけること。 

 



（２） 化学物質適正管理制度オンラインシステムについて



（２） 化学物質適正管理制度オンラインシステムについて

概要

○ 適正管理化学物質を年間100kg以上取り扱う事業者は、前年度における適正管理化学物質の使用量、
製造量、及び環境中への排出量等について、対象事業所が位置する区役所・市役所へ報告

○ これまで、郵送等により紙面で報告していたが、オンラインシステムを活用することで、インター
ネット上での報告・区市担当者からの修正依頼の確認等が可能

事業所
（A区所在）

B市役所事業所
（B市所在）

報告（再提出）

審査完了
（修正依頼）

【イメージ】

報告（再提出）

審査完了
（修正依頼）

区役所・市役所への使用量等の報告（再提出）、審査完了の連絡受領や修正依頼の内容確認が

インターネット上で可能

A区役所



（２） 化学物質適正管理制度オンラインシステムについて

概要

【報告書の作成】

報告書の作成に必要な情報をシステ
ム内のフォームから入力

従来と同様の報告様式として出力

・作成に必要な情報は、紙面での作
成・提出時と変わらない。

・報告様式は、従来と同一



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

化学物質適正管理制度オンライン
システムのURLをブラウザへ入力
し、ログイン画面を表示させる

① ログイン

ログイン画面



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⒈ログイン画面上にあるID、パス
ワード欄（赤枠）に、事業者者用
のIDとパスワードを入力する。

① ログイン

ID・PASSを入力

⒉入力後ログインを選択する。

⒊入力後、事業所マイページへ遷移
する。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

□お知らせ
自治体等からの連絡事項が表示

② 事業所マイページ

□現在受付中の報告書
作成中、提出済み又は修正依頼が
あった報告書が表示

□過年度の報告書
過年度に報告した報告書が表示

□提出不要報告書一覧
自治体から提出不要と判断された
報告書が表示



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⒈事業所マイページ右上にある「パス
ワード変更」を選択

② 事業所マイページ（パスワード変更）

⒉左画面において、現在のパスワード
と新しいパスワードを入力し、変更す
るを選択

＜パスワード設定条件＞
①半角英数字記号
②英数記号それぞれを１字以上使用、
③８字以上16字以内
④英字は大文字小文字を１字以上使用



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

② 事業所マイページ（パスワード変更）

パスワード設定に誤りがある
場合、その内容が表示



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

③ 報告書作成

⒈事業所マイページ右上にある報
告書作成を選択し、報告書作成画
面へ遷移

⒉表示された報告書入力フォーム
に報告年度、届出事業者、事業所
等の情報を入力
※ 報告様式の１枚目の情報



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

③ 報告書作成

□提出先
事業所が位置する区市長を入力

□届出事業者の所在地
届出事業者の住所等を入力



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

③ 報告書作成

□工場・指定作業場の別 等
事業場の情報を入力
※業種は、プルダウンで選択

□事業所の所在地
事業所の住所を入力



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

③ 報告書作成

□参考資料
本報告に添付が必要な資料があれ
ば、こちらを選択
ファイル形式word,excel,PowerPoint,PDF

□連絡先
担当者の連絡先を入力

□区市への申し送り事項
区市への申し送り事項を入力

入力完了後、次へを選択すると報
告書別紙作成ページへ遷移する。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

③ 報告書作成（エラー表示）

□エラー表示
入力様式に誤りがある場合、エ
ラーが表示

訂正の上、画面下部の次へを選択



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成

□適正管理化学物質
対象の適正管理化学物質を選択
（プルダウン）

□使用目的
対象化学物質の使用目的を入力
（自由記載）

入力完了後、次へを選択すると使
用量等の入力画面へ遷移する。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成

□備考
申請内容に関する補足事項の記録
が可能

計算補助を選択し、各項目の数量
入力画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成

□使用量計算補助
作成の手引きで示している計算方
法のいずれかを選択可能



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成
□使用量計算補助
それぞれの数値を入力し、使用量
を算出

（注）
計算によらない入力を選択したい
場合は、直接数値を入力すること
が可能

入力完了後、確定を選択すると報
告書別紙作成ページへ遷移する。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成

計算補助を選択し、各項目の数量
入力画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成

□環境への排出量計算補助
大気、公共用水域のいずれかを選
択



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成
□環境への排出量計算補助（大気）
それぞれの数値を入力し、使用量を
算出（算出方法は手引きによる）

（注）
計算によらない入力を選択したい
場合は、直接数値を入力すること
が可能

入力完了後、次へを選択すると公
共用水域への排出量の入力ページ
へ遷移する。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成

□環境への排出量計算補助
公共用水域及びその他への排出量を
直接入力

確定を選択すると報告書別紙作成
ページへ遷移する。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成

計算補助を選択し、各項目の数量
入力画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成

□事業場外への移動量計算補助
作成の手引きで示している計算方
法のいずれかを選択可能



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成
□事業場外への移動量計算補助
（廃棄物）
それぞれの数値を入力し、移動量を
算出

（注）
計算によらない入力を選択したい
場合は、直接数値を入力すること
が可能

入力完了後、次へを選択すると排
水への移動量の入力ページへ遷移
する。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成

□事業場外への移動量計算補助
廃水（下水道）への移動量を直接入力

確定を選択すると次へを選択すると
報告書別紙作成ページへ遷移する。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

④ 報告書別紙作成

□追加
他の適正管理化学物質の数量を報
告する際は、こちらを選択し、同
様の入力を実施

別紙の入力が完了したら、次へを
選択し報告書確認画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑤ 報告書確認

届出事業者の情報

事業所が立地する区市長宛

事業所の情報（事業所住所は要確認）

連絡先



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑤ 報告書確認

PRTRの対象有無

報告する適正管理化学物質及び数量



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑥ 下書き保存

作成した報告書を下書き保存する場合、
こちらを選択



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑥ 下書き保存

確認メッセージが表示されるので「OK」
を選択



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑥ 下書き保存

事業所のマイページに当該
報告書が表示される。

再度編集する際は、報告書
編集を選択



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑦ 提出

作成した報告書を提出する場合、こちら
を選択



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑦ 提出

確認メッセージが表示されるので「OK」
を選択



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑦ 提出

正常に完了した場合、メッ
セージが表示



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑦ 提出

事業所のマイページに当該
報告書が表示される。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑦ 提出

区市の審査が完了すると審査完了と表示



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

報告対象の適正管理化学
物質が自動表示

＋を選択して、ベンゼン
の入力画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⒈使用目的を入力

計算補助を選択し、使用量の入力
画面へ遷移

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

⒈油種ごとに受入量と給油量（販売量）
を入力

⒉受入時及び給油時におけるべーパー回
収設備の有無を入力

⒈及び⒉で入力した結果が自動で反映



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

確認して閉じるを選択すると、報
告書別紙の画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

計算補助を選択し、製品としての
出荷量の入力画面へ遷移

※ 燃料を自家消費として使用し
ている場合は、選択不要



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

使用量の算出時に入力した情報が自動で
反映

確認して閉じるを選択すると、報
告書別紙の画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

計算補助を選択し、環境への排出
量の入力画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

確認して閉じるを選択すると、報告書
別紙の画面へ遷移

使用量の算出時に入力した情報が自動で
反映



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

－を選択し、他の物質の選択画面
へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

⒈＋を選択して、トルエ
ンの入力画面へ遷移

⒉以降、キシレン、ヘキサ
ンの使用量等を入力。
完了したら次へを選択し、
確認画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

提出時に適正管理化学物質及び数量
を確認

※ 燃料を自家消費として使用して
いる場合は、製品としての出荷量が
０であることを確認



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑧ 報告書別紙作成（燃料小売業）

製品としての出荷量が0にならな
い場合、０を直接入力
（報告対象物質全てに入力）



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑨ 報告書別紙作成（普通洗濯業）

＋を選択して、使用量等の入力画
面へ遷移

テトラクロロエチレンが自動選択



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑨ 報告書別紙作成（普通洗濯業）

□使用目的
対象化学物質の使用目的を入力
（自由記載）

計算補助を選択し、各項目の入力
画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑨ 報告書別紙作成（普通洗濯業）
□使用量計算補助
それぞれの数値を入力し、使用量
を算出

入力完了後、確定を選択すると次
へを選択すると報告書別紙作成
ページへ遷移する。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑨ 報告書別紙作成（普通洗濯業）
□環境への排出量
それぞれの数値を入力し、環境へ
の排出量を算出

入力完了後、確定を選択すると次
へを選択すると報告書別紙作成
ページへ遷移する。

（注）
計算によらない入力を選択したい
場合は、直接数値を入力すること
が可能



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑨ 報告書別紙作成（普通洗濯業）
□事業所外への移動量計算補助
（廃棄物）
それぞれの数値を入力し、事業所外
への移動量を算出（算出方法は手引
きによる）

入力完了後、確定を選択すると次
へを選択すると報告書別紙作成
ページへ遷移する。



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑨ 報告書別紙作成（普通洗濯業）

中和で硫酸を使用している場合、
追加を選択



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑨ 報告書別紙作成（普通洗濯業）

確定を選択して、使用する硫酸の
量を入力する画面へ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑨ 報告書別紙作成（普通洗濯業）

中和で使用している硫酸の量を直接入力
し、報告書へ反映



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑩ 報告書修正依頼への対応

区市担当者より報告書の
修正依頼があった場合、
修正依頼ありと表示

修正を選択し、修正内容
確認ページへ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑩ 報告書修正依頼への対応

修正箇所が赤枠で表示されているので、
こちらを選択



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑩ 報告書修正依頼への対応

区市担当者からの修正意見を確認

修正するを選択し、報告書入力ページへ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑩ 報告書修正依頼への対応

当該箇所を修正すると緑色で表示

次へを選択し、修正した報告書を提出



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑪ 職権修正内容の確認

提出した報告書について、
区市担当者が職権修正し
た場合、職権修正ありと
表示

参照を選択し、修正内容
確認ページへ遷移



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑪ 職権修正内容の確認

修正箇所が紫色枠で表示



（３） 化学物質適正管理制度オンラインシステムの操作方法

⑪ 職権修正内容の確認

修正内容が表示



ご清聴いただきありがとうございました。

【本システムに関する問い合わせ先】

東京都環境局 環境改善部 化学物質対策課 企画担当

電話 03-5321-1111（内線）42-411

E-mail S0000626@section.metro.tokyo.jp


